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タイのポーランド製鉄鋼に対するアンチダンピング措置 

 

（パネル報告 WT/DS122/R，提出日：2000年 9月 28日 採択日：2001年 4月 5日） 

（上級委員会報告 WT/DS122/AB/R，提出日：2001年 3月 12日 採択日：2001年 4月 5日） 

 

福永有夏 

 

Ⅰ．事実の概要 

 １９９６年６月２１日、タイの唯一のＨ型鋼生産者であるＳＹＳ（Siam Yamato 

Steel Co. Ltd.、ヤマモトスチール）が、ポーランドからのＨ型鋼輸入に対し、ＡＤ税

の賦課を求める申請を行った。１９９６年７月１７日、ポーランド政府はタイＤＢＥ

(the Department of Business Economics)と協議を行った。 

 １９９６年８月３０日、ＤＢＥはＡＤ調査開始の公告を出し、そのコピーをバンコク

のポーランド大使館及びポーランド企業に送付した。ＤＦＴ(the Department of 

Foreign Trade)及びＤＩＴ(the Department of International Trade)はＡＤ調査期間を

１９９５年７月１日から１９９６年６月３０日までとし、またＤＩＴは１９９４年から

１９９６年についても一部情報収集を行った。 

 １９９６年１１月１４日、タイは、ポーランドからのＡＤ協定１７．２条に基づく協

議要請（１９９６年１０月１８日）に対し、書面により、１９９６年 7月 17日の協議

はＡＤ協定５．５条に基づくポーランド政府への公式の通知である、との見解を表明し

た。 

 １９９６年１２月２７日、タイは暫定的ＡＤ税を賦課し、その旨の公告を出した。１

９９７年１月２０日、ダンピング及び損害についての仮決定と、暫定的ＡＤ税賦課に関

する通知を、対象となったポーランド企業、ＨＫ(Huta Katowice)及び Stalexportに送

付した。 

 対象ポーランド企業の求めに応じ、ＤＦＴは、１９９７年２月２０日及び２７日に仮

決定に関する情報を当該企業に送付し、１９９７年３月１３日に、ヒアリングを行った。 

 １９９７年５月１日、ＤＦＴは、対象ポーランド企業及びポーランド政府に、最終決

定案のコピーを送付した。ＤＦＴは、１９９７年５月２６日、ポーランドからのＨ型鋼
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に対して確定的ＡＤ税を賦課する旨の公告を、１９９７年５月３０日、ダンピング及び

損害についての最終決定に関する公告を出した。 

 

Ⅱ．ＷＴＯにおける経緯 

１９９８年 ４月 ６日 ポーランドによる協議要請 

１９９９年１０月１３日 ポーランドによるパネル設置要請 

１９９９年１１月１９日 パネル設置 

２０００年 ９月２８日 パネル報告 

２００１年 ３月１２日 上級委員会報告 

２００１年 ４月 ５日 パネル報告・上級委員会報告採択 

※パネリストは、ジャクソン教授(Professor John H. Jackson、議長)、アゼベド氏

(Mr. Roberto Acevêdo)、ゴティエ氏(Mr. Gilles Gauthier)。 

※ＥＣ、日本、米国が第三国として参加。 

 

Ⅲ．パネル報告の要旨 

 １．先決問題 

 （１）ＤＳＵ６．２条 

ⅰ．争点 

 ポーランドのパネル設置要請は、アンチダンピング（以下ＡＤ）協定の条文のサ

ブパラグラフを特定していなかったため、これが紛争解決了解（以下ＤＳＵ）６．

２条の要件を満たしているか否かが争われた。 

ⅱ．パネルの認定 

問題となっている協定条文の性質やさまざまな付帯状況に照らしつつ、また被申

立国が当該パネル設置要請によりパネル手続の中で不利益を被ったか否かを考慮し

つつ、ＤＳＵ６．２条との整合性を審査する(7.14)。 

 ＡＤ協定５条に係る申立について、ＡＤ協定５条のサブパラグラフのいくつかは、

本件に適用されないことが論理必然的に明らかである(7.21)。また、タイ政府はＡ

Ｄ調査を行っている時点でＡＤ協定５．２条、５．３条、５．５条に関して争いが

あることを認識していた(7.22)。さらに、タイはＡＤ協定５条について当該パネル

設置要請により不利益を被ったことを立証していない(7.24)。ポーランドの第１回
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サブミッションからも、ＡＤ協定５．２、５．３、５．４条に関するポーランドの

一貫した主張が明らかである(7.25)。 

 ＡＤ協定６条に係る申立について、タイはＡＤ協定６条の特定のサブパラグラフ

に争いがあることを認識しておらず、またポーランドのＡＤ協定６条に関する主張

は、第１回サブミッションにおいても明確でなかった(7.28)。さらに、タイはＡＤ

協定６条違反について当該パネル設置要請により不利益を被った(7.29)。 

 １９９４年のＧＡＴＴに関する独立した申立はなされていないので、これについ

ては審査しない(7.33)。 

 ＡＤ協定２条、３条に係る申立について、タイはＡＤ調査時からＡＤ協定２．２

条に関してポーランドとの間に争いがあることを認識していた(7.35)。パネル設置

要請中のポーランドの見解から、ポーランドの申立がＡＤ協定３．１、３．２、３．

４、３．５条に関するものであることを特定することができる(7.36)。タイはＡＤ

協定２条、３条について、当該パネル設置要請により不利益を被っていない(7.37)。 

 以上より、ＡＤ協定２、３、５条についてはＤＳＵ６．２条の要件を満たしてい

ると認める一方、ＡＤ協定６条についてはＤＳＵ６．２条の要件を満たしていない

ためＡＤ協定６条に係る申立は審査しない(7.47)。 

 

 ２．立証責任及び審査基準 

 （１）ＡＤ協定１７．５条、１７．６条 

ⅰ．パネルの認定 

まずポーランドがＡＤ協定及び１９９４年のＧＡＴＴ違反についての一応の証明、

ポーランドがその立証責任を果たした後は、タイがこれに対して反証する責任を有

する(7.49)。 

ＡＤ１７．６(i)条に関して、事実の認定が適切であったか、②事実の認定が適

切ならば、公平かつ客観的な調査当局が、タイ調査当局の用いた証拠でもって、ダ

ンピング、損害、因果関係を認定し得たかを審査する(7.51)。調査当局による認定

は、非公開記録と公開記録との双方において適切に行われていなくてはならない

(7.52)。またＡＤ１７．６条(ii)にも配慮する(7.54)。 
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 ３．ＡＤ協定５条に関する主張 

 （１）ＡＤ協定５．２条、５．３条 

ⅰ．争点 

 ＳＹＳのＡＤ申請は５．２条柱書きに規定されるデータを含んでいたか、また、

不十分な申請に基づきタイ調査当局がＡＤ調査を開始したことがＡＤ協定５．３条

に違反したかが争われた。 

ⅱ．パネルの認定 

 タイ調査当局の標準フォームを使用したＳＹＳによるＡＤ申請は、損害認定や因

果関係の認定に関するさまざまなデータや説明を含んでいる(7.69-7.71)。ＡＤ申

請は関連データを挙げるのみで十分であり、データの説明や分析を行わなくとも良

い(7.77)。したがって、ＳＹＳのＡＤ申請はＡＤ協定５．２条に違反しない(7.78)。 

 ポーランドのＡＤ協定５．３条に関する主張は、タイのＡＤ協定５．２条違反の

みを根拠としているため、ＡＤ協定５．３条違反も認められない(7.79)。 

 

 （２）ＡＤ協定５．５条 

ⅰ．争点 

 １９９６年７月１７日に行われた政府間協議が、ＡＤ協定５．５条の輸出国政府

への通知要件を満たしているか否かについて争われていた。 

ⅱ．パネルの認定 

 ＡＤ協定５．５条によれば、輸入国政府はＡＤ申請を受けた後調査の開始前に輸

出国政府に通知しなくてはならないが、本件においてタイはこの要件を満たしてい

る(7.86-87)。 

 ＡＤ協定５．５条は通知の形式を特定していないが、政府間協議を十分に文書化

すれば同条の要件を満たすと解され、本件においてはこの要件を満たしている

(7.89-7.90)。 

 ＡＤ協定５．５条は通知の内容を特定していないが、ＡＤ申請書の受領という事

実が伝えられていれば同条の要件を満たすと考えられ、１９９６年７月１７日の政

府間協議はこの要件を満たしている(7.92)。 

 以上より、タイによるＡＤ申請受領に関するポーランドへの通知はＡＤ協定５．

５条に違反していない(7.94)。 
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 ４．ＡＤ協定２条に関する主張 

 （１）Ｄ協定ⅱ．２．２条(i) 

ⅰ．争点 

 タイは、ＡＤ協定２．２．２条(i)に基づき利潤額を決定する際、Ｈ型鋼のみの

生産及び販売に基づいて決定した。これに対してポーランドは、同一のＨＳ分類に

含まれる他の鉄鋼製品など、Ｈ型鋼以外のより広いカテゴリーの産品をも含めて利

潤額を決定すべきだったと主張した。ポーランドはまた、タイの利潤額の決定はＡ

Ｄ協定２．２．２条の妥当性要件を満たしていないとも主張した。 

ⅱ．パネルの認定 

ＡＤ協定２．２．２(i)条自体の文言は、「同じ一般的部類に属する産品」の範

囲について詳細な指針を規定していないが、ＡＤ協定２．２．２条柱書き及びその

全体構造、ＡＤ協定３．６条といった文脈から、ＡＤ協定２．２．２(i)条は、通

常の商取引における同種の産品により近いカテゴリーを用いることを意図している

と考えられるため、「同じ一般的部類に属する産品」をより狭く解釈すべきである

(7.111-7.114)。ＨＳ分類を基礎とすることを求めるポーランドの主張には根拠が

ない(7.116)。より同種の産品に近いカテゴリーであるＨ型鋼を「同じ一般的部類

に属する産品」としたタイの調査は、ＡＤ協定２．２．２(i)条に違反していない

(7.117-7.118)。 

 また、ＡＤ協定２．２．２条は、ＡＤ協定２．２条の妥当性要件を満たすための

具体的な方法を明らかにしていると解される(7.122)。ＡＤ協定２．２．２条の文

言からは、(i)から(iii)に規定された計算方法で算出された利潤額が、ＡＤ協定２．

２条の妥当性要件をも満たさなくてはならないとは解されない(7.123-7.124)。Ａ

Ｄ協定２．２．２(i)条に基づき実際のデータを用いて特定の方法で利潤額を決定

すれば妥当ではない結果が出るとは考えられず、またポーランドは本件でタイの決

定した利潤額が妥当ではなかったと立証していない(7.125-7.126)。以上より、タ

イがＡＤ協定２．２．２(i)条に基づき適切に決定した利潤額について、別個にＡ

Ｄ協定２．２条の妥当性要件を満たす必要はない(7.128)。 
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 ５．AＤ協定３条に関する主張 

 （１）ＡＤ協定３．１条 

ⅰ．争点 

 ポーランドは、タイが損害認定に用いた証拠には矛盾があり（公開記録の中の矛

盾、及び、公開記録と非公開記録との矛盾）、またタイの損害認定は証拠に基づく

適切なものではなく、ＡＤ協定３．１条に違反していると主張した。 

ⅱ．パネルの認定 

 ＡＤ協定３．１条によれば、パネルの損害認定に関する審査は、ポーランド企業

がＡＤ調査中もしくは最終決定時にアクセスしえた文書に反映されている根拠や分

析のほか、これらの書類から認識しうる事実関係を基礎として行わなくてはならな

い(7.144)。また、ＡＤ協定１７．６条(i)に基づき事実認定の適切さを審査するた

めには、認定の根拠とされた事実関係がＡＤ調査中や最終決定時に利害関係者もし

くはその代理人により利用可能であった文書から認識可能であったか、これらの文

書が実際に基礎となったデータを反映しているかを審査しなくてはならない。さら

に、ＡＤ協定１７．６条(i)に基づき事実認定の公平さや客観性を判断するために

は、公開された事実関係と認定との関係を確認するべく上記文書に含まれる分析や

根拠を審査しなくてはならない(7.145)。以上のパネルの見解は、加盟国はＤＳＵ

３．７条に基づきＷＴＯ紛争処理手続の利用が有益か否かを判断するためには、Ａ

Ｄ調査に関連する情報にアクセスする必要がある(7.149)、ＡＤ協定６．２条によ

ればすべての利害関係者はＡＤ調査において自己の利益を擁護する機会を十分に与

えられなくてはならない(7.150)、ＡＤ協定１２条によれば利害関係者に対して最

終決定に関する情報へのアクセスを認めなくてはならない(7.151)、といった事情

からも支持される。 

 本件において、ポーランド企業がＡＤ最終決定時にアクセスし得なかった文書の

一部は、パネルはこれを証拠として考慮しない(7.147)。 

 

 （２）ＡＤ協定３．２条第１文 

    ⅰ．争点 

 タイの、ダンピング輸入量の著しい増加に関する考慮・認定が、ＡＤ協定３．２

条に違反するか否かが争われた。 
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ⅱ．パネルの認定 

 ＡＤ協定３．２条は、ダンピング輸入量の著しい増加を考慮することを義務付け

ているのみで、これを認定することは義務付けていない(7.161)。タイはダンピン

グ輸入が継続的に増加していることを的確に認定しており、このような認定をする

ことにより著しい増加を考慮したといえる(7.166, 7.170)。 

  

 （３）ＡＤ協定３．２条第２文 

ⅰ．争点 

タイの、ダンピング輸入の国内市場価格に与える「著しい」影響に関する認定・

考慮が、ＡＤ協定３．２条に違反するか否かが争われた。 

ⅱ．パネルの認定 

 ＡＤ協定３．２条は、ダンピング輸入の国内市場価格に与える影響についても、

ダンピング輸入量の増加と同様に、著しい影響について認定することを義務付けて

いない(7.179)。 

 一方、タイの公開記録の中の価格データには誤りがあり、本件に係る事実関係に

ついてポーランドの混乱を招いた(7.186-7.192)。さらに、パネル審査の対象であ

る利害係者がアクセスしえた公開記録は、ポーランドからのダンピング輸入に対処

するためＳＹＳが価格を引き下げたということを証明していない(7.199, 7.202)。

非公開記録をも審査の対象とすればタイの損害認定はＡＤ協定に違反していないと

いう結論となった可能性は否定できないものの、ＡＤ協定３．２条をＡＤ協定３．

１条とあわせて解釈すれば、利害関係者がアクセスできなかった非公開文書を考慮

することはできない(7.210-7.212)。 

 以上より、タイはＡＤ協定３．２条第２文およびＡＤ協定３．１条に違反してい

る(7.214)。 

 

 （４）ＡＤ協定３．４条 

ⅰ．争点 

   タイの損害認定が、ＡＤ協定３．４条に違反しているか否かが争われた。 
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ⅱ．パネルの認定 

ＡＤ協定３．４条は「…という要因を含む」「すべての経済的な要因及び指標」

を考慮しなくてはならないと規定しており、「例えば（…という要因）」と規定し

ていた東京ラウンドＡＤコードとは異なり、当該規定に列挙された要因は義務的リ

ストとしてすべてこれを評価しなくてはならない(7.224-7.225, 7.22-7.231)。 

しかしながら、ＡＤ協定３．１条の下パネルが審査対象としうる公開記録におい

ては、ダンピング・マージン、賃金に及ぼす現実的・潜在的悪影響、資本増加や投

資に及ぼす現実的・潜在的悪影響について十分な評価がなされていない(7.236, 

7.242-7.243)。また、パネル審査の対象としうる公開記録のデータはタイの国内産

業の状況が好転していることを示しており、このような好況にもかかわらずなぜ損

害が認められるかについてタイは説得的な理由を示していない(7.249-7.255)。 

 以上より、タイはＡＤ協定３．４条および３．１条に違反している。 

 

 （５）ＡＤ協定３．５条 

ⅰ．争点 

 タイの因果関係に関する認定が、ＡＤ協定３．５条に違反しているか否かが争わ

れていた。 

ⅱ．パネルの認定 

タイはダンピング輸入の価格市場価格への影響を基礎として損害とダンピング輸

入との因果関係を認定しているが、パネルはすでにタイがＡＤ協定３．２条第２文、

ＡＤ協定３．４条、ＡＤ協定３．１条に違反したと結論していることから、因果関

係の認定についてもＡＤ協定３．５条に違反しているものと結論する(7.264-266)。 

タイがダンピング輸入以外の要因が損害の原因となった可能性について考慮した

か否かについて、ＡＤ協定３．５条は因果関係に関連を有すると思われる要因を例

示列挙しているのであり、これらの要因をすべて調査する必要はない(7.275)。ま

たタイは、調査当局が認知していた要因や利害関係者が指摘した要因は、これをす

べて考慮したうえで因果関係を認定している(7.277, 7.282)。 

したがって、タイはＡＤ協定３．５条に違反していない。 
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 ６．パネルの結論及び勧告 

以上より、タイのＡＤ調査、とりわけ損害および因果関係認定は、ＡＤ協定３．２

条第２文、ＡＤ協定３．４条、ＡＤ協定３．５条、３．１条に違反しており、これに

よりポーランドのＡＤ協定上の利益が無効化または侵害されたたと結論する。 

ＤＳＢ（紛争解決機関）がタイに違反措置をＡＤ協定と適合させるよう求めること

を勧告する。 

 

Ⅳ．上級委員会報告の要旨 

 １．先決問題 

 本件上訴について、米国の産業組合である、ＣＩＴＡＣ(Consuming Industries 

Trade Action Coalition)はアミカス・キュリエ(amicus curiae)を上級委員会に送付し、

またそのコピーを当事国及び参加第三国に送付していた(62)。ＣＩＴＡＣの顧問弁護

士事務所が本件におけるポーランドが依頼している弁護士事務所と同じであり、ＣＩ

ＴＡＣのアミカス・キュリエにはＣＩＴＡＣがタイの上訴委員会に対するサブミッシ

ョンの内容を知っていたことを示す一節があったことから、タイは、上級委員会手続

の秘密保持に関するＤＳＵ１７．１０条及び１８．２条違反を主張し、上級委員会が

適切な処置をとることを求めていた(64-67)。 

 ポーランドは、上級委員会からの書簡に対し、ポーランド政府や弁護士事務所がＣ

ＩＴＡＣにタイのサブミッションを公開したという証拠はないものの、当該事務所の

提案により当該事務所は手続から離脱する、と答えた(71-72)。参加第三国からもサブ

ミッション漏洩の事実があったとの回答はなかった(73)。 

 上級委員会は、ＣＩＴＡＣからのアミカス・キュリエを考慮に入れないと決定した

(74)。 

 

 ２．ＤＳＵ６．２条 

 （１）争点（タイの上訴） 

 ポーランドのＡＤ協定２、３、５条に関するパネル設置要請は、ＤＳＵ６．２条の

要件を満たしているか。 
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 （２）上級委員会の認定 

 ＡＤ協定３条に係るパネル設置要請は、ＡＤ協定３条の具体的なサブパラグラフを

挙げていないが、ＡＤ協定３．１条の文言を引用し、また、ＡＤ協定３条に列挙され

た要因に言及している(90)。ＡＤ協定２条に係るパネル設置要請が不十分であった背

景には、ポーランドがパネル設置要請までに十分な非公開情報を入手できなかったと

いう事情がある(91)。ＡＤ協定５条にかかるパネル設置要請について、密接に関連し

た義務を規定しているというＡＤ協定５条の性格から、ＡＤ協定５条の「手続的要

件」と言及することでＤＳＵ６．２条の要件を満たしうる(93)。ただ、パネルがＡＤ

調査過程で争点が特定されていたことを認定の根拠にしたことは、ＡＤ調査での争点

とＷＴＯ紛争処理手続きでの争点とが異なる可能性があることを考慮すれば、妥当で

はない(94)。タイがポーランドの不十分なパネル設置要請によって不利益を受けたと

は認められない(95)。 

 したがって、ポーランドのＡＤ協定２条、３条、５条に係るパネル設置要請がＤＳ

Ｕ６．２条の要件を満たしていたとするパネルの認定を支持する(96)。 

 

 

 ３．ＡＤ協定３．１、１７．６条 

 （１）争点（タイの上訴） 

 パネルが、ＡＤ協定３．１条、１７．６条に基づき、利害関係者がアクセスしえた

証拠のみをパネル審査の対象としたことは妥当な審査であったか。 

 （２）上級委員会の認定 

 ＡＤ協定３．１条の通常の意味からは、調査当局が当事者に公開されたか当事者が

認識可能な証拠にのみ基づいて損害認定を行うことを義務付けられている、とは解さ

れない(107)。証拠に関してはＡＤ協定３．７条、５．２条、５．３条、６．２条、

６．９条に規定があり、ＡＤ協定３．１条という実体規定に証拠に関する義務を読み

込むことは妥当ではない(108-109)。また、手続的枠組みや適正手続に関しては１２

条が規定しており、実体規定であるＡＤ協定３．１条に手続的義務を読み込むことは

妥当ではない(110)。したがって、ＡＤ協定３．１条は調査当局がすべての関連事実

に基づいて損害認定をすることを認めていると結論する(111)。 
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 ＡＤ協定１７．５条や１７．６条は、パネルの審査権限についての規定であり、加

盟国に義務を課すＡＤ協定３．１条とは別個のものである(114)。ＡＤ協定１７．５

条やＡＤ協定１７．６条は、非公開情報を排除しているとはいえない(115-117)。 

 以上より、パネルのＡＤ協定３．１条および１７．６条の解釈は妥当ではないと結

論する(119)。しかし、タイはＡＤ協定３．２、３．４、３．５条に関するパネル決

定に対しては上訴しておらず、上級委員会はこれらの規定に関するパネル決定は審査

しない(120)。 

 

 ４．ＡＤ協定３．４条 

 （１）争点（タイの上訴） 

 ＡＤ協定３．４条に列挙されている要因をすべて考慮しなくても良い、とするタイ

の解釈は、ＡＤ協定１７．６(ii)条の許容される解釈か。 

  （２）上級委員会の認定 

 パネルは、国際法上の慣習的規則に基づいて、ＡＤ協定３．４条の列挙する要因が

義務的リストであり、それ以外の解釈が許容される余地はないと的確に結論している。 

 

 

 ５．立証責任及び審査基準 

 （１）争点（タイの上訴） 

 パネルの審査および認定には手続的問題（ポーランドが立証責任を果たしたかにつ

いて明示的に言及していない、当事国の議論が不明確な点について当事国に質問する

ことにより権限を逸脱した、パネルの審査はＡＤ協定１７．６(i)条の制限を越えて

いる）があるか。 

  

 （２）上級委員会の認定 

 パネルは立証責任が果たされたことを、個々の主張ごとに明示的に行う必要はない

(134)。パネルは当事国の申立に関連する質問をすることが認められている(136)。パ

ネルのＡＤ協定３．１条に関する審査は、ＡＤ協定１７．６(i)条に適合している

(137)。 

 以上より、パネルの審査および認定には手続的問題はない。 
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 ６．上級委員会の結論 

以上より、ポーランドのＡＤ協定２、３、５条に関するパネル設置要請についての

パネル決定を支持する。 ＡＤ協定３．１条およびＡＤ協定１７．６(i)条によればパ

ネル審査の対象となる証拠は限られるとしたパネルの解釈を破棄する。 ＡＤ協定３．

４条が列挙した諸要因が義務的なリストであるとするパネルの解釈を支持する。パネ

ルの立証責任およびＡＤ協定１７．６(i)条の適用は妥当であった。 

ＤＳＢ（紛争解決機関）がタイに違反措置をＡＤ協定と適合させるよう求めること

を勧告する。 

 

Ⅴ．その後の経過 

 タイ調査当局は損害の再調査を行い、ポーランドのダンピング輸入による実質的損害

があったとの結論を下した。２００１年１０月１７日、タイはこの結論に基づき、ポー

ランドのＨ型鉄鋼に対するアンチダンピング措置を維持すると発表した。 

 

Ⅵ．解説 

 本件はアンチダンピングに関する案件であるが、アンチダンピングの実体的な問題以

上に、ＷＴＯ紛争処理制度の手続的側面に関する問題提起をしたパネルおよび上級委員

会報告であったといえる。以下では、このような手続的側面に絞って解説を行う。 

 

  １．パネル設置要請の明確性 

 本件のパネル設置要請において、ポーランドは、ＡＤ協定２、３、５、６条に関す

る申立を行ったが、各条の具体的なサブパラグラフを特定していなかった。これにつ

いてパネルは、ＡＤ協定２、３、５条に関する申立については、これらがデュー・プ

ロセスを規定するiＤＳＵ６．２条の要件を満たしていることを認めた。上級委員会

は、異なる理由ではあるが、このパネルの認定を支持した。他方、ＡＤ協定６条に関

する申立については、パネルはＤＳＵ６．２条の要件を満たしていないと結論した。

ＡＤ協定６条申立についてのパネル認定は上訴されなかったので、この点について上

級委員会は認定を行っていない。 

以上のような、ＡＤ協定２、３、５条に関する申立と、ＡＤ協定６条に関する申立

の扱いの違いにはどのような背景があったか。またその扱いの違いは妥当であったか。 
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 まず、上級委員会は次のような根拠に基づいて、ＡＤ協定２、３、５条に関する申

立がＤＳＵ６．２条の要件を満たしていると認定した。 

・ＡＤ協定３条に関する申立：具体的なサブパラグラフは特定されていないものの、

各サブパラグラフの文言が引用されている。 

・ＡＤ協定２条に関する申立：申立の基礎となるべき秘密情報が、ポーランドの公開

請求にもかかわらず、タイから提供されなかった。 

・ＡＤ協定５条に関する申立：各サブパラグラフが相互に密接に関連している。 

 上級委員会の上記認定は、ＤＳＵ６．２条の要件について緩やかに適用してきたこ

れまでの先例を踏襲するものであるii。 

 他方、ＡＤ協定６条に関する申立について、上級委員会は認定を行っていないが、

パネルは次のような根拠に基づきＤＳＵ６．２条の要件を満たしていないと認定した。 

①ＡＤ協定６条は手続や証拠に関する多数の義務を規定している。 

②タイは、ＡＤ協定６条のどのサブパラグラフが問題となっているかを特定しえなか

った。 

③ＡＤ協定６条に関する申立が十分に明確にされなかったことによって、タイは不利

益を被った。 

 ①、②について、本件パネルは、パネル設置要請に具体的なサブパラグラフが明記

されていなくとも付帯状況などから被申立国は具体的なサブパラグラフを特定しえた
、、、、、

か否か
、、、

、を問題としていた。このようなパネルの見解に基づけば、本件におけるＡＤ

協定６条に関する申立についてのパネル認定は妥当であったかもしれない。しかしな

がら上級委員会は、明示的には述べていないものの、ＤＳＵ６．２条の審査のあり方

についてパネルと異なる見解を有しているように推測される。すなわち、上級委員会

のこれまでのＤＳＵ６．２条審査は、サブパラグラフが黙示的にでも特定されている
、、、、、、、

か否かにかかわらず
、、、、、、、、、

、ある条文に関する申立のあり方がその条文の性質に照らして妥

当かどうかという、より柔軟な基準を採用していると考えられる。 

 このような見解が特に明確に現れているのは、上級委員会の本件のＡＤ協定５条に

関する申立の審査である。上級委員会は、ＡＤ協定５条の各サブパラグラフが相互に

関連しているという性格に注目し、「ＡＤ協定５条の『手続的要件』」と述べるのみ

でＤＳＵ６．２条の要件を満たしうるとした。この認定において、被申立国がＡＤ協

定５条の具体的なサブパラグラフを特定しうるか否か
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ということは問題となっていな
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い。このような上級委員会の見解によれば、パネルの①および②の見解はＤＳＵ６．

２条に関する認定の根拠としては、説得力を欠くといわざるを得ない。また、ＡＤ協

定６条の各サブパラグラフも、ＡＤ協定５条の各サブパラグラフと同様、ＡＤ調査手

続に関する相互に関連した義務を規定していることを考慮すると、上級委員会の見解

によればＡＤ協定６条に関する申立もＤＳＵ６．２条の要件を満たしていたのではな

いかと推測される。 

 では、パネルの認定③は、ＡＤ協定６条に関する申立がＤＳＵ６．２条の要件を満

たしていないことについての説得的な根拠となっているか。パネル設置要請の不十分

さによって被申立国もしくは第三国が不利益を被ったか否かは、上級委員会によるＤ

ＳＵ６．２条審査においても考慮要素のひとつされているiii。しかし、本件において

はタイが不利益を被ったことについての根拠が十分にあったとは考えにくい。とくに

本件パネルは、タイが不利益を被ったとみなしうる理由として、ポーランドの第１回

サブミッションによってもＡＤ協定６条に関する申立が明らかにならなかったことを

強調しているが、第１回サブミッションに照らしてＤＳＵ６．２条要件を審査するこ

との妥当性は疑わしいiv。 

 以上のように、本件パネルのＡＤ協定６条に関する申立についてのＤＳＵ６．２条

審査の妥当性は、最精査する必要があるように思われる。 

 

 ２．パネル審査の対象とすべき証拠 

 ＡＤ協定３．１条の事実認定に関する審査基準について、本件パネルは審査の基礎

となる事実関係を当事者に公開されているか当事者が認識可能な証拠に限定したが、

上級委員会は審査の基礎となるべき証拠を限定する根拠はないとした。 

確かに上級委員会が述べているように、ＡＤ協定３．１条がパネル審査の対象とな

りうる証拠を限定していると解釈することは難しい。他方、上級委員会の解釈に基づ

けば、ＡＤ調査時には明らかにされなかった証拠もパネル審査で用いられうることに

なり、デュー・プロセスの観点からは問題があるように思われる。そこで注目すべき

は、証拠に関するＡＤ協定６条である。上級委員会も、タイの調査がＡＤ協定６条に

違反していた可能性を否定していない。 

具体的には、ＡＤ協定６．２条が、ＡＤ調査においてすべての利害関係者は自己の

利益の擁護のための機会を十分に与えられなければならないと規定している。また、
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ＡＤ協定６．９条は、すべての利害関係者は最終決定の基礎として考慮された重要な

事実を通知されなくてはならないと規定する。これらの規定により、調査当局が利害

関係者に十分な情報を公表しなかったことを、パネル審査の中で問題とすることがで

きる。 

しかし、本件のように公開情報と秘密情報との間に矛盾がある場合、とりわけ公開

情報に誤りがあった場合は、これにＡＤ協定６条で対処しうるか疑問がある。このよ

うな場合、一応の情報公開はなされているので、申立国はパネル設置要請時にはＡＤ

協定６条の問題を争う必要を感じず、むしろ公開された情報に基づきＡＤ協定の２条

や３条といった実体的問題を争うことを選択するであろう。ここで、パネル手続の過

程で被申立国が秘密情報を公開し、公開情報に誤りがあると認めたとする。このとき、

ＤＳＵ６．２条の問題もあり、申立国はもはやＡＤ協定６条の問題を提起することは

できない。またこのようなときに、公開情報を修正した秘密情報をも考慮してパネル

審査が行われれば、申立国が公開情報に基づいて申立を行ったＡＤ協定の２条や３条

などの実体的義務違反は認定されないかもしれない。本件はまさにこのような事件で

あったと考えられるが、パネル手続の過程で提出された秘密情報をも考慮してパネル

審査が行われたことは、デュー・プロセスの観点からは問題があったのではないかと

思われる。 

 この点本件パネル報告では、ＡＤ協定３．１条という実体規定に手続的要請を読み

込みつつ解釈したという点で、デュー・プロセスの観点からはより望ましい結果を導

いたといえる。ただ、協定解釈のあるべき姿という意味でのパネル報告の妥当性には

やはり疑問が残る。パネル審査での証拠の扱いについて、より詳細な規則を策定する

などの解決策が望まれよう。 

 

 ３．代理人の義務 

    本件では、上級委員会への上訴の過程で情報（上級委員会へのサブミッション）の

漏洩が問題となった。上級委員会はこの問題に対し、漏洩したと思われるサブミッシ

ョンに基づき作成されたアミカス・キュリエを考慮しないという対処方法をとった。

またこれに関連して、第三国参加していた米国から、紛争処理手続の情報公開のあり

方について、より一般的な問題提起もなされた。今後も、このような情報公開のあり

方や規制について、規則を整備する必要が高っていくと考えられる。 
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